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第１章 岡崎市の現状 

１ 人口等の状況 

将来人口は、令和７（2025）年の 385,347人をピークに減少する見通しです。生産年齢人口

（15～64歳）は減少傾向、前期高齢者（65～74歳）及び後期高齢者（75歳以上）は増加傾向であ

り、少子高齢化が進行します。 

 

 

本市の令和２（2020）年の年齢別の人口構成を男女別にみると、64歳以下は女性よりも男性の人口

が多くなっていますが、65歳以上では女性の人口が多くなっています。特に 85歳以上では、女性の人

口が男性の人口を各年齢区分で 2,000人程度上回っています。 

 

■人口の推移 

■人口ピラミッド 

男性（193,719人） 女性（190,935人） 

資料：国勢調査、令和７年以降は「岡崎市将来推計人口報告書」（岡崎市企画課） 

資料：国勢調査（令和２年度） 

推計値 
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２ 世帯の状況 

 本市の一般世帯数は増加傾向にありますが、世帯当たりの人員数は減少しています。世帯構成をみる

と、本市は全国、愛知県と比べて「核家族世帯」の割合が高く、「単独世帯」の割合が低くなっています。 

母子世帯および父子世帯について、平成 27 年までは増加傾向にありましたが、令和２年では減少し

ています。 

家庭における就労状況では、半数以上が共働きとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■世帯数の推移 ■世帯構成の比較 

■母子世帯及び父子世帯数の推移（※） ■家庭における就労状況（※） 

資料：国勢調査（令和２年度） 資料：国勢調査（令和２年度） 

資料：国勢調査（令和２年度） 資料：岡崎市男女共同参画基本計画見直しにあたっての 

意識・実態調査（令和６年度） 

※ 第６次岡崎市男女共同参画基本計画より新たに追加したグラフ 
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３ 就労の状況 

 

本市の就業者の産業分類別割合を全国、愛知県と比較してみると、男女ともに第二次産業に従事

する割合が高くなっています。 

また、雇用者の従業上の地位では全国、愛知県と比較してみると、本市の男性は全国、愛知県よ

りも「正規の職員・従業員」の割合が高くなっています。一方で、本市の女性は全国、愛知県より

も「パート・アルバイト・その他」の割合が高く、「正規の職員・従業員」の割合が低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■産業分類別割合の比較 

男性 女性 

■雇用者の従業上の地位の割合の比較 

男性 女性 

資料：国勢調査（令和２年度） 

資料：国勢調査（令和２年度） 
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本市の女性の労働力率を年齢別に比較してみると、本市は全国、愛知県と比較してやや30歳代の

労働力率が低くなっています。また、有配偶女性のみに限定してみると、全国、愛知県と比較して

30～34歳代の労働力率は低くなっていますが、35～59歳では労働力率が高くなっています。 

 

 

 

 

■年齢別の女性の労働力率の比較 

■年齢別の有配偶女性の労働力率の比較 

資料：国勢調査（令和２年度） 

資料：国勢調査（令和２年度） 
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雇用者に占める正規の職員・従業員割合についてみると、女性は 25～29 歳の割合が全国、愛知

県と比較して高い一方で、35～44歳では全国、愛知県と比較して低くなっています。 

  

■雇用者に占める正規の職員・従業員割合（※） 

資料：総務省 就業構造基本調査（令和４年度） 

※ 第６次岡崎市男女共同参画基本計画より新たに追加したグラフ 
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４ 女性の参画状況 

審議会等における女性委員の割合の推移をみると、岡崎市は令和２年より増加傾向にあり、愛

知県市町村合計も増加傾向にあります。 

また、岡崎市の市議会議員における女性割合は低く推移しており、13.5%となっています。 

 

 

 

 

 

多様性 

■審議会等における女性委員の割合の推移 

■市議会議員における女性割合の推移 

資料：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（各年４月１日時点） 

資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ（各年 12月 31日時点） 
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市役所の課長相当級に占める女性の割合は 15～19%で推移しています。校長・教頭に占める女性の割

合は増加傾向にあり、令和７（2025）年は、27.6%となっています。 

 

 

 

 

西三河地域の近隣自治体と比較すると、本市は審議会等における女性委員の割合では 10 自治体中３

番目に多く、市議会議員における女性割合では３番目に少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市職員の課長相当級に占める女性割合の推移 ■校長・教頭に占める女性割合の推移 

■審議会等における女性委員の割合の比較 ■市議会議員における女性割合の比較 

資料：岡崎市人事課（各年４月１日時点） 資料：岡崎市学校指導課（各年４月１日時点） 

資料：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は 

女性に関する施策の推進状況（各年４月１日時点） 

資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ 

（各年 12月 31日時点） 
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５ 福祉サービス等の状況 

 

保育園の児童数は、近年減少傾向にあります。年齢別の内訳では、０～２歳はほぼ横ばいとなってい

ますが、３歳以上の児童数は減少しています。 

また、介護保険制度における要支援・要介護者認定者数は増加傾向にあり、今後の高齢化に伴い、介

護や支援が必要な高齢者は増加していくことが見込まれます。 

 

 

 

 

■保育園児童数の推移 

■要支援・要介護認定者数の推移 

資料：岡崎市統計書（各年４月１日時点） 

資料：岡崎市統計書（各年度末時点） 
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第２章 基本施策と取組内容 

１ 自由意志に基づく自己実現の機会を男女の差別なく獲得できる社会の実現 

 

◆成果指標 

※ 共働き家庭における「食事のしたく・後片付け」、「掃除」、「洗濯」、「買い物」の平均値 

 

◆モニタリング指標 

項目 現状値 

自治会長の女性割合 
1.4% 

(8人/557人) 

市民意識調査においてこどもを「男女の区別なく育てることがよい」と回

答した人の割合 
67.1% 

 

◆基本施策 

⑴ 多様な分野で輝く女性市民(個人・団体)の見える化 

主な取組 事業内容 所管課 

多様な分野で活躍する

女性の情報発信 

ホームページ等により、多様な分野で活躍する

女性を紹介します。 

多様性社会推進課 

政策・方針決定過程への

女性参画の拡大 

審議会等における女性の参画状況を把握する

ため、年度ごとに調査を行います。 

多様性社会推進課 

 

「審議会等の委員構成における適切な男女比

推進要綱」に基づき女性委員の登用を推進しま

す。 

多様性社会推進課 

行政経営課 

女性人材リストの活用等を通して、審議会等に

おける女性委員の登用を推進します。 

多様性社会推進課 

 

 

 

項目 現状値 目標値 

審議会等における女性委員の登用率 30.7% 
40%以上 

60%以下 

市民意識調査において家庭生活における男女の地位が「男

女平等である」と回答した人の割合 
34.2% 50% 

市民意識調査において家事を「夫婦で行う」と回答した人

の割合（※） 
30.3% 50% 

防災会議の女性委員割合 14.7% 30% 
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⑵ 性別にとらわれない多様な分野における学びの提供 

主な取組 事業内容 所管課 

政治分野における男女

共同参画の推進 

市議会傍聴ツアー等の女性の政治参画を促す

ための事業を実施します。 

多様性社会推進課 

市議会会議規則の整備や倫理ハンドブックの

配布により、市議会における環境を整備しま

す。 

議会事務局 

職業選択における男女

共同参画の啓発 

出前講座等の職業選択における多様な視点を

育むための事業を実施します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

防災・災害時対策やまち

づくりの分野における

男女共同参画の推進 

防災・災害時対策において、男女共同参画の視

点を取り入れるための啓発を実施します。 

多様性社会推進課 

防災課 

防災会議における女性委員割合の向上等によ

り、防災・災害時対策における女性参画を推進

します。 

防災課 

まちづくりに関する会議における女性委員割

合の向上等により、まちづくりへの女性参画を

推進します。 

まちづくり推進課 

多様な分野における学

びの推進 

講座等の実施や託児等の環境整備により生涯

学習の充実を図ります。 

多様性社会推進課 

生涯学習課 

テーマ展示、資料の収集、情報発信等、男女共

同参画を推進するための啓発を実施します。 

多様性社会推進課 

中央図書館 

図書館交流プラザでの男女共同参画に係る活

動拠点の確保・管理・運営を行います。 

多様性社会推進課 

生涯学習課 

 

⑶ 地域活動・家庭生活における固定的な性別役割分担意識の解消 

主な取組 事業内容 所管課 

地域における男女共同

参画の推進 

男女共同参画団体活動報告展示等を実施し、男

女共同参画に関する団体活動を支援します。 

多様性社会推進課 

地域交流センターにおける交流イベントを実

施します。 

自治会における女性の参画状況を把握するた

め、年度ごとに調査を行います。 

市民協働推進課 

QURUWA エリアにおける地域活動への伴走

支援を行います。 

まちづくり推進課 

単位 PTA 活動における男女共同参画を支援し

ます。 

小中学校、市立幼稚園の PTA 会長及び役員に

おける女性役員の割合を把握するため、年度ご

とに調査を行います。 

社会教育課 
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家庭生活における固定

的な性別役割分担意識

の解消 

男性の家庭参画を推進する講座や情報発信等、

固定的な性別役割分担意識解消のための啓発

を実施します。 

多様性社会推進課 

こども育成課 

保育課 

こども家庭センター 

親子で参加できる催しを実施し、固定的な性別

役割分担意識解消のための啓発を推進します。 

保健政策課 

こども育成課 

出前講座や教員向け研修を実施し、若年層に向

けた男女共同参画に関する教育を推進します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

学校指導課 
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２ 結婚・子育て・介護等と両立したキャリア形成が叶う環境づくり 

 

◆成果指標 

 

◆モニタリング指標 

 

 

 

◆基本施策 

⑴ 誰もが働きやすい環境づくり 

主な取組 事業内容 所管課 

ウィズ認証の周知及び

取得促進 

ホームページ等により、ウィズ認証の周知を行

います。また、制度の充実を図ることにより、

認証の取得を促進します。 

多様性社会推進課 

 

総合評価の評価項目において、働きやすさに関

する認定を採用します。 

契約課 

職場における環境整備

への支援 

アドバイザーの派遣やホームページ等での情

報発信を行い、職場環境の整備に取り組む事業

者を支援します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

セミナーやアドバイザーの派遣等を実施し、ハ

ラスメント防止のための取組を支援します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

項目 現状値 目標値 

ウィズ認証の認証事業者数 － 100社 

市が支援した女性の就労率 － 45% 

市民意識調査において「仕事と家庭の両立ができている」

と回答した人の割合 
47.7% 60% 

待機児童数 16人 0人 

放課後児童クラブの受け入れ量 3,510人 3,830人 

項目 現状値 

女性の正規雇用率 47.2% 

市役所の管理・監督者に占める女性職員の比率 34.2% 

事業者調査における配偶者が出産した従業員の育児休業の取得率 60.8% 

事業者調査においてテレワークを「実施している」と回答した事業者の割

合 
17.2% 
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職場における環境整備

への支援 

ウィズ認証事業者の取組紹介等、経営方針等決

定の場への女性の参画を促進するための啓発

を実施します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

市役所における女性の参画状況を把握するた

め、年度ごとに調査を行います。 

男女分け隔てなく、各職員の能力・適性に応じ

た業務への配置に努め、女性や若手職員が意欲

的に仕事に取り組める場や機会を創出します。 

人事課 

教育現場における女性の参画状況を把握する

ため、年度ごとに調査を行います。 

学校指導課 

 

⑵ 女性の就労・再就労・起業等へのチャレンジ支援 

主な取組 事業内容 所管課 

キャリアアップのため

のリカレント教育の推

進 

テレワークを活用した働き方を推進するとと

もに、デジタルスキルの習得を支援するセミナ

ー等を実施します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

資格取得等につながるリカレント教育を実施

します。 

多様性社会推進課 

女性への起業支援 
女性の起業・創業を支援するため、セミナー等

を実施します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

女性への就労支援 

女性向け就職説明会や就労支援セミナー等を

実施します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

女性就労希望者に向けて、就労に関する情報発

信を行います。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

就労支援のための環境

の整備 

就労支援事業において、女性が参加しやすい環

境を整備するため、託児サービスを実施しま

す。 

多様性社会推進課 

 

⑶ 男性が家庭に参画するための環境づくり 

主な取組 事業内容 所管課 

男性の育児参画制度の

取得促進 

ウィズ認証事業者の取組紹介等、男性の育児参

画を促すための啓発を実施します。 

多様性社会推進課 

市職員への育児支援面談の実施等を通じ、各種

制度の周知や意識啓発を行います。 

市職員の男性の育児休業取得率について、年度

ごとに調査を行います。 

人事課 

男性の家庭参画に関す

る啓発 

講座等、男性の家事や育児などへの参画を促す

ための啓発を実施します。 

多様性社会推進課 

こども育成課 
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⑷ 多様な働き方の推進 

⑸ 子育て・介護に関する環境の整備 

主な取組 事業内容 所管課 

子育て環境の整備 

延長保育事業や休日保育事業等の実施等、多様

な就労形態に対応する保育の充実を図るとと

もに、育児休業後の職場復帰を支援します。 

待機児童数について、年度ごとに調査を行いま

す。 

保育課 

放課後児童クラブ、放課後子ども教室の実施に

よる放課後児童健全育成事業を実施します。 

こども育成課 

地区子育て支援拠点事業やファミリー・サポ

ート・センター事業を実施し、子育て支援事

業の充実を図ります。 

保育課 

こども家庭センター 

介護支援の充実 

地域包括支援センターでの総合相談支援事業

を実施します。 

ふくし相談課 

介護サービス事業所への適切な指導・助言を行

うとともに、居宅介護支援事業者勉強会等を実

施します。 

介護人材確保対策事業による支援を行います。 

介護保険課 

主な取組 事業内容 所管課 

テレワーク就労支援 

継続的なテレワーク就労を支援するため、テレ

ワーカー就労継続支援事業等を実施します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

テレワークを活用した働き方を推進するとと

もに、デジタルスキルの習得を支援するセミナ

ー等を実施します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

ウィズ認証事業者の取

組内容等の情報発信 

市内事業者における多様な働き方を推進する

ため、ウィズ認証事業者の取組や活躍している

従業員等をホームページ等で紹介します。 

多様性社会推進課 

ワーク・ライフ・バラン

スに関する啓発 

アドバイザーの派遣やワーク・ライフ・バラン

スに関する啓発事業を実施します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

市職員に向け、ワーク・ライフ・バランス、女

性活躍をテーマとした研修を実施します。 

人事課 

ライフイベントと両立したキャリア形成の支

援やライフスタイルに応じた柔軟な働き方を

啓発するため、キャリアプラン支援事業を実施

します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 

デジタル分野を活用し

た職場環境整備への支

援 

テレワーカー就労継続支援事業等を実施し、市

内事業者のデジタル化を推進します。 

多様性社会推進課 

商工労政課 
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３ 人権が尊重され、心身ともに健幸に暮らすことのできるまちづくり 

 

◆成果指標 

※ 岡崎市 LGBTQ電話相談を「知っている」と回答した人の割合 

 

◆モニタリング指標 

項目 現状値 

ＤＶ相談件数（電話、面接） 370件 

女性相談件数（電話、面接） 1,004件 

男性相談件数（電話） 50件 

岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度の届出組数 16組 

 

 

◆基本施策 

⑴ 配偶者等に対する暴力の根絶 

主な取組 事業内容 所管課 

ＤＶに対する正しい知

識の普及 

出前講座やホームページでの情報発信等、DV

防止のための啓発を実施します。 

多様性社会推進課 

こども家庭センター 

ＤＶ相談案内カードやリーフレット等により、

相談窓口を周知します。 

こども家庭センター 

ＤＶ被害に対する相談

体制の整備 

DV 相談（電話・面接）を実施するとともに、

女性相談支援員の安定的な確保や、安心して相

談できる環境の整備に取り組み、相談体制の充

実を図ります。 

こども家庭センター 

 

女性相談支援員の資質向上のため、研修への派

遣やスーパービジョンを実施します。 

こども家庭センター 

項目 現状値 目標値 

市民意識調査においてＤＶ被害について「相談した」と回

答した人の割合 
27.3% 50% 

市民意識調査においてＤＶ当事者（身近に DV 被害者がいる人も含

む）で相談窓口を「知っている」と回答した人の割合 
29.5% 50% 

市民意識調査においてＬＧＢＴＱ当事者（身近に当事者がいる人

も含む）で相談窓口を「知っている」と回答した人の割合 
14.6%(※) 30% 

子宮頸がん検診受診率（20～69歳 女性） 40.2% 60% 

乳がん検診受診率（40～69歳 女性） 47.9% 60% 
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被害者の安全確保及び

自立支援 

母子生活支援施設への措置及び自立支援を行

います。 

こども家庭センター 

ＬＧＢＴＱ、障がい者、高齢者、外国人等、そ

れぞれのニーズに対応する庁内外の関係機関

との連携を図ります 

個々の課題に対し必要となる支援に係る庁内

外の関係機関との連携を図ります。 

こども家庭センター 

 

⑵ 困難な問題を抱えるかたへの支援 

主な取組 事業内容 所管課 

困難な問題を抱える女

性に寄り添った支援の

充実 

女性相談（電話・面接）を実施するとともに、

女性相談支援員の安定的な確保や安心して相

談できる環境の整備に取り組みます。 

こども家庭センター 

アピアランスケア用品の購入費を補助します。 健康増進課 

ひとり親家庭等の福祉

の充実 

母子家庭等医療費助成を実施します。 福祉医療課 

ひとり親家庭相談を実施します。 

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付を実施します。 

児童手当、児童扶養手当、遺児手当を支給しま

す。 

子育て支援室 

女性が被害者となる犯

罪防止対策の推進 

女性対象の防犯教室を実施します。 防犯交通安全課 

「女性に対する暴力をなくす運動」にあわせ、

パープル・ライトアップ等の啓発を実施しま

す。 

「若年層の性暴力被害予防月間」にあわせ、ポ

スター掲示等の啓発を実施します。 

多様性社会推進課 

こども家庭センター 

支援が必要な人々への

対応 

地域福祉の取組を推進するため、「岡崎市地域

福祉計画」「重層的支援体制整備事業実施計画」

の進捗管理を行います。 

ふくし相談課 

 

高齢者の介護予防、健康づくりの推進のため、

岡崎ごまんぞく体操実施団体を支援します。 

長寿課 

障がい者の権利擁護のため、講演会や相談支援

事業等を実施し、必要な援助を行います。 

障がい福祉課 

外国人市民への支援として、相談窓口の設置、

情報提供、タブレット端末による３者通訳、ホ

ームページの多言語対応を実施します。 

多様性社会推進課 

広報課 

女性相談（電話・面接）を実施するとともに、

女性相談支援員の安定的な確保や安心して相

談できる環境の整備に取り組みます。 

男性相談（電話）を実施するとともに、男性向

け相談窓口の充実や安心して相談できる環境

こども家庭センター 
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の整備に取り組みます。 

ＬＧＢＴQ、障がい者、高齢者、外国人等、そ

れぞれのニーズに対応する庁内外の関係機関

との連携を図ります。 

ＬＧＢＴＱ等に関する悩みを抱えている方に

向け、相談を実施します。 

多様性社会推進課 

薬物乱用を防止するため、薬物乱用防止推進協

議会の開催や出前講座等の啓発を実施します。 

生活衛生課 

 

⑶ 性の多様性の尊重 

主な取組 事業内容 所管課 

性差を考慮した健康支

援体制の整備 

性差を考慮した健康づくりに関する普及啓発

事業の実施や働き盛り世代への健康情報の提

供を行います。 

多様性社会推進課 

保健政策課 

健康増進課 

学校における性教育を実施するとともに、各学

校の実情に応じて、学校保健委員会で取り上げ

るなど研究を実施します。 

学校指導課 

子宮がん検診・乳がん検診を実施します。 健康増進課 

母子健康手帳交付時の保健師等（専門職）によ

る面接率について、年度ごとに調査を行いま

す。 

母子保健機能と児童福祉機能が連携・協働して

利用者支援事業を実施し、個々の家庭に応じた

切れ目ない支援を行います。 

こども家庭センター 

多様な性に関する理解

促進 

岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制

度を実施します。 

多様性社会推進課 

犯罪被害者等支援の対象者に岡崎市パートナ

ーシップ・ファミリーシップ制度利用者を加え

ます。 

防犯交通安全課 

 

市営住宅入居資格における同居親族要件に、岡

崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

利用者を加えます。 

市営住宅課 

ＬＧＢＴＱ等に関する悩みを抱えている方に

向け、相談を実施します。 

多様性社会推進課 

多様な性に関する啓発事業を実施します。 多様性社会推進課 

教育機関と連携し、多様な性に関する内容を含

む思春期教育を実施します。 

健康増進課 

多様な性に関する教育相談を実施します。 

多様な性に関する学校図書の充実や情報発信

等により、多様な性に関する理解を促進しま

学校指導課 
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す。 

教職員に性の多様性に関する研修機会を提供

します。 

ユニバーサルデザインを意識し、多様な性に配

慮した環境を整備します。 

多様性社会推進課 

庁舎車両管理課 
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第３章 参考資料 

１ 年表 
和暦（西暦） 日本 愛知県 岡崎市 

H6 
（1994） 

●「男女共同参画審議会」設置 

●「男女共同参画推進本部」設置 

  

H7 

（1995） 
●「育児・介護休業法」公布・施行   

H8 
（1996） 

●「男女共同参画2000年プラン」策

定 

●「愛知県女性総合センター（ウィル

あいち）」開館 

●「男女平等に関する市民・職員意識

調査」実施 

H9 

（1997） 
●「男女共同参画審議会設置法」公

布・施行 

●「男女雇用機会均等法」一部改正
（平成11年施行） 

●「あいち男女共同参画2000年プ

ラン」策定 

●「男女共同参画推進会議」設置 

H10 

（1998） 
  ●「おかざき男女協働プラン」策定 

H11 
（1999） 

●「男女共同参画社会基本法」公布・

施行 
  

H12 

（2000） 
●「男女共同参画基本計画」策定   

H13 

（2001） 
●「男女共同参画局」及び「男女共同

参画会議」設置（内閣府） 

●「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律」（DV防
止法）公布・施行（一部平成14年
施行） 

●「あいち男女共同参画プラン21」

策定 

●「男女共同参画に関する市民・職員

意識調査」実施 

H14 
（2002） 

 ●「愛知県男女共同参画推進条例」公

布・施行 

●「愛知県男女共同参画審議会」設置 

 

H15 
（2003） 

●「次世代育成支援対策推進法」公

布・施行 

●「少子化社会対策基本法」公布・施

行 

 ●「ウィズプランおかざき21」策定 

●「審議会における女性委員の登用
配慮指針」公布・施行 

H16 
（2004） 

●「少子化社会対策大綱」策定 

●「DV防止法」改正・施行 

●「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護のための施策に関する
基本的な方針」策定 

●「あいち農山漁村男女共同参画プ

ラン」策定 
 

H17 
（2005） 

●「第２次男女共同参画基本計画」策

定 

●「あいち子育て・子育ち応援プラ

ン」策定 

●「配偶者からの暴力防止及び被害
者支援基本計画」策定 

●「岡崎市男女共同参画推進条例」公

布・施行 

●「岡崎市男女共同参画推進審議会」
設置 

H18 

（2006） 
●「男女雇用機会均等法」改正（平成

19年施行） 

●「あいち男女共同参画プラン21」

改定 

●「男女共同参画に関する実施状況」

公表開始 

H19 
（2007） 

●「DV防止法」改正（平成20年施行） 

●「仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）憲章」策定 

●「愛知県少子化対策推進条例」公

布・施行 

 

 

H20 
（2008） 

●「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策に関する

基本的な方針」改定 

●「次世代育成支援対策推進法」改正
（平成21年施行） 

●「配偶者からの暴力防止及び被害

者支援基本計画（２次）」策定 

●「図書館交流プラザりぶら」開館

（男女共同参画センター機能付

与） 

●「男女共同参画に関する市民・事業
所・職員意識調査」実施 

H21 

（2009） 
●「育児・介護休業法」改正（平成22

年施行） 
  

H22 
（2010） 

●「第３次男女共同参画基本計画」策

定 
●「あいちはぐみんプラン」策定  

H23 
（2011） 

 ●「あいち男女共同参画プラン

2011-2015」策定 

●「新ウィズプランおかざき21（第

３次岡崎市男女共同参画基本計
画）」策定 

H24 
（2012） 

●「女性の活躍促進による経済活性

化行動計画」策定 

●「あいち仕事と生活の調和行動計

画」策定 
●「岡崎市ＤＶ対策基本計画」策定 

H25 
（2013） 

●「DV防止法」改正（平成26年施行） ●「配偶者からの暴力防止及び被害

者支援基本計画（３次）」策定 
 

H26 ●「すべての女性が輝く社会づくり ●「あいち女性の活躍促進会議」設置 ●「男女共同参画に関する市民・事業
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和暦（西暦） 日本 愛知県 岡崎市 

（2014） 本部」設置  所意識調査」実施 

H27 

（2015） 
●「女性活躍推進法」公布・一部施行

（平成28年施行） 

●「第４次男女共同参画基本計画」策
定 

●「あいちはぐみんプラン2015-

2019」策定 

 

H28 

（2016） 
●「女性の活躍推進のための開発戦

略」策定 

●「育児・介護休業法」及び「男女雇

用機会均等法」等の改正（平成29
年施行） 

●「SDGs推進本部」設置及び「SDGs
実施指針」策定 

●「あいち男女共同参画プラン

2020」策定 

●「あいち農山漁村男女共同参画プ

ラン2020」策定 

●「ウィズプランおかざき2020（第

４次岡崎市男女共同参画基本計

画）」策定 

H29 
（2017） 

●「働き方改革実行計画」策定 

●「子育て安心プラン」策定 

●「育児・介護休業法」改正・施行 

  

H30 
（2018） 

●「政治分野における男女共同参画

の推進に関する法律」公布・施行 

●「働き方改革を推進するための関
係法律の整備に関する法律」公布・

一部施行（平成31年、令和２年施
行） 

●「配偶者からの暴力防止及び被害

者支援基本計画（４次）」策定 
 

H31・Ｒ

１ 
（2019） 

●「女性活躍推進法」の一部改正（令

和２年、令和４年施行） 

●「SDGs実施指針」改定 

●「育児・介護休業法」の改正（令和
３年施行） 

 ●「男女共同参画基本計画見直しに

あたっての意識・実態調査（市民・

事業所意識調査）」実施 

Ｒ2 
（2020） 

●「第５次男女共同参画基本計画」策

定 

●「新子育て安心プラン」策定 

●「あいち はぐみんプラン2020-

2024」策定 
●「SDGs未来都市」に選定 

Ｒ3 
（2021） 

 ●「あいち男女共同参画プラン

2025」策定 

●「ウィズプランおかざき（第５次岡

崎市男女共同参画基本計画）」策定 

R4 
（2022） 

●「女性デジタル人材育成プラン」策

定 

●「困難な問題を抱える女性への支
援に関する法律」公布（令和６年施

行） 

 

 ●「岡崎市男女共同参画の推進及び

多様な性を尊重する社会を実現す
るための条例」公布・施行 

●「岡崎市パートナーシップ・ファミ

リーシップ制度」開始 

R5 
（2023） 

●「性的指向及びジェンダーアイデ

ンティティの多様性に関する国民
の理解の増進に関する法律」公布・

施行 

●「DV防止法」改正（令和６年施行） 

  

R6 
（2024） 

●「育児・介護休業法」の改正（令和

７年施行） 

 

●「愛知県ファミリーシップ宣誓制

度」開始 

●「男女共同参画基本計画見直しに

あたっての意識・実態調査（市民・

事業所意識調査）」実施 

R7 
（2025） 

●「女性活躍推進法」の改正・一部施

行（令和８年施行） 

●「新・女性デジタル人材育成プラ
ン」策定 

  

R8 

（2026） 
●「第６次男女共同参画基本計画」策

定 

●「あいち男女共同参画プラン

2030」策定 

●「ウィズプランおかざき（第６次岡

崎市男女共同参画基本計画）策定 
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２ 関係法令 

⑴ 岡崎市男女共同参画の推進及び多様な性を尊重する社会を実現するための条例 

平成 17年３月 29日 

 条例第５号 

目次 

前文 

第 1章 総則(第 1条～第 9条) 

第 2章 基本的施策(第 10条～第 16条) 

第３章 岡崎市男女共同参画推進及び多様な性の尊重に

関する審議会(第 17条) 

第 4章 雑則(第 18条) 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、国際社会における取組にも呼応して男女

共同参画社会基本法をはじめとした男女共同参画関連の

法律が整備されてきた。 

矢作川流域の緑豊かな大地に住む私たち岡崎市民は、輝

かしい歴史と伝統の恩恵を受けながら積極的にまちづく

りを進めているが、今なお性別による固定的な役割分担意

識やそれに基づく制度や慣習が根強く存在し、真の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因となっている。また、性

別等を理由とする差別や偏見等の課題もあり、多様な性の

尊重に向け一層の取組が必要とされている。 

少子高齢化や国際化など地域社会が大きく変化する中

で、全ての人が社会の対等な構成員として、豊かで生き生

きと充実した人生を送ることができる社会を築くために

は、市民と市が一体となって、なお一層、この課題の解決

に取り組んでいくことが必要である。 

私たち岡崎市民は、全ての人が互いにその人権を尊重し

つつ、責任を分かち合い、性別等にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮できる、誰一人取り残さない、男女

共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現を

願い、ここにこの条例を制定する。 

 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、男女共同参画を推進し、及び多様

な性を尊重する社会の実現に関し基本理念を定め、市、

市民、教育に携わる者、市民団体及び事業者の責務を明

らかにするとともに、男女共同参画を推進し、及び多様

な性を尊重する社会の形成に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推

進し、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する

社会を実現することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内において男女

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する

ことをいう。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動(性的な

関心又は欲求に基づく言動をいい、性別により役割を

分担すべきとする意識又は性的指向、性自認若しくは

性別表現(服装、仕草、言葉遣い等で表現する性別をい

う。第 5号及び次条第 5号において同じ。)に関する偏

見に基づく言動を含む。以下この号において同じ。)に

より相手方を不快にさせること若しくは相手方の生活

環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対

応によりその者に不利益を与えることをいう。 

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届

出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ 

る者を含む。)、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係に

おける共同生活に類する共同生活を営んでいないもの

を除く。)をする関係にある相手又はパートナーシップ

(互いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続

的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を

行うことを約束した 2人の関係をいう。第 8号におい

て同じ。)にある者の一方からみた他の一方に対する暴

力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。 

(5) 性別等 生物学的な性別、性的指向、性自認及び

性別表現をいう。 

(6) 性的指向 いずれの性別を恋愛感情又は性的な

関心若しくは興味の主な対象とするかしないかを表す

ものをいう。 

(7) 性自認 自己の性別についての認識をいう。 

(8) パートナーシップ・ファミリーシップ パートナ

ーシップ又はファミリーシップ(パートナーシップにあ

る者が、そのパートナーの実子又は養子と継続的な共

同生活を行っている関係をいう。)をいう。 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重す

る社会を実現するための取組は、次に掲げる事項を基本

理念として、社会のあらゆる分野において自主的かつ積

極的に行われなければならない。 

(1) 全ての人が性別等による差別的取扱いを受ける

ことなく、その人権が尊重され、自己の意思と責任によ

りそ れぞれの生き方を選択し、その性別等にかかわ

りなく、個性と能力を発揮する機会が確保されること。 

(2) 全ての人が性別による固定的な役割分担意識に

捕われることなく、あらゆる活動に参画できるよう、社

会における制度又は慣行が全ての人の社会における活

動の選択に対して及ぼす影響が中立なものとなるよう

配慮されること。 

(3) 全ての人が社会の対等な構成員として、あらゆる

分野において方針の決定、計画の立案等に共同して参

画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する全ての人が互いの個性を尊重し、

相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護

その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域その

他の社会生活における活動とが両立できるよう配慮さ

れること。 

(5) 全ての人が、性的指向、性自認及び性別表現に起

因する人権侵害を受けないこと。 

(6) 性的指向、性自認等に関する公表の自由が保障さ

れること。 

(7) 男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する

社会の形成のための取組が国際的協調の下に行われる
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こと。 

(市の責務) 

第 4 条 市は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を

尊重する社会の実現に関する施策を総合的かつ計画的

に策定し、実施しなければならない。 

2 市は、市民、教育に携わる者、市民団体及び事業者

が行う男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重

する社会の実現のための活動を支援しなければなら

ない。 

3 市は、国、県その他の関係機関と協力し、連携を図

りながら男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊

重する社会の実現に努めなければならない。 

4 市は、自ら率先して男女共同参画を推進し、及び多

様な性を尊重する社会の実現に努めなければならな

い。 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は、男女共同参画を推進し、及び多様な性

を尊重する社会の実現について理解を深めるとともに、

職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野に

おいて、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重す

る社会の実現に努めなければならない。 

2 市民は、市が実施する男女共同参画を推進し、及び

多様な性を尊重する社会の実現に関する施策(積極的

改善 措置を含む。以下同じ。)に協力するよう努め

なければならない。 

(教育に携わる者の責務) 

第 6 条 家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育に

携わる者は、第 3条に規定する基本理念(第 8条第 1項

及び第 16 条第 1 項第 1 号において「基本理念」とい

う。)に基づいて教育を行うよう努めなければならない。 

(市民団体の責務) 

第 7 条 市民団体は、活動方針の決定、計画の立案等に

おいて、全ての人が共に参画する機会を確保するよう努

めなければならない。 

2 市民団体は、市が実施する男女共同参画を推進し、

及び多様な性を尊重する社会の実現に関する施策に

協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第 8 条 事業者は、その事業活動において、基本理念に

のっとり、積極的改善措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

2 事業者は、労働者が職業生活と家庭その他の生活の

両立ができるよう就業環境の整備に努めなければな

らない。 

3 事業者は、市が実施する男女共同参画を推進し、及

び多様な性を尊重する社会の実現に関する施策、調

査等に協力するよう努めなければならない。 

(性別等による人権侵害の禁止) 

第 9条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる場において、性別等による差別的取扱いその他

の性別等に起因する人権侵害を行ってはならない。 

2 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあ

らゆる場において、セクシュアル・ハラスメント又は

婚姻、妊娠、出産、育児若しくは介護に関する人権侵

害を行ってはならない。 

3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行っては

ならない。 

4 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、広告等

において、性別による固定的な役割分担又は異性に

対する暴力を正当化し、又は助長する表現その他の

不適切な性的表現を行わないよう十分に配慮しなけ

ればならない。 

5 何人も、性的指向又は性自認の公表に関して、本人

に対して強制し、又は禁止してはならない。 

6 何人も、本人の同意なくして性的指向又は性自認を

公表してはならない。 

 

第 2章 基本的施策 

(基本計画) 

第 10条 市長は、男女共同参画を推進し、及び多様な性

を尊重する社会の実現に関する施策を総合的かつ計画

的に実施するための基本的な計画(以下「基本計画」と

いう。)を策定しなければならない。 

2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、第 17

条第 1 項に規定する審議会の意見を聴くとともに、

市民の意見を反映するよう努めなければならない。 

3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、こ

れを公表しなければならない。 

4 前 2 項の規定は、基本計画の変更について準用す

る。 

(パートナーシップ・ファミリーシップ制度) 

第 10 条の 2 次項に規定する受理証明書の交付を希望

する者は、規則で定めるところにより、市長にパートナ

ーシップ・ファミリーシップに係る届出をすることがで

きる。 

2 市長は、前項の届出があったときは、規則で定める

ところにより、当該届出を受理したことを証する書

類(第 4項において「受理証明書」という。)を交付す

るものとする。 

3 前 2項に定めるもののほか、パートナーシップ・フ

ァミリーシップに係る制度に関し必要な事項は、規

則で定める。 

4 事業者は、その社会活動の中で受理証明書に係るパ

ートナーシップ・ファミリーシップを最大限に配慮

し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(参画機会の格差の是正) 

第 11条 市は、社会のあらゆる分野における活動におい

て、男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、

市民、事業者及びその他の関係者と協力して積極的改善

措置に関する情報の提供その他格差を是正するために

必要な支援をするよう努めなければならない。 

(体制等の整備) 

第 12条 市は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を

尊重する社会を実現するため、必要な体制及び拠点施設

を整備するとともに、必要な財政上の措置を講ずるよう

努めなければならない。 

(実施状況の公表) 

第 13条 市長は、毎年度、男女共同参画を推進し、及び

多様な性を尊重する社会の実現に関する施策の実施状

況等について、公表するものとする。 

(学習の支援等) 

第 14条 市は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を

尊重する社会の実現についての市民の関心と理解を深

めるため、市民の男女共同参画を推進し、及び多様な性

を尊重する社会の実現に関する学習を支援するととも

に、家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育におい

て情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

(調査研究) 

第 15条 市は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を

尊重する社会の実現に必要な調査研究を行うものとす

る。 

2 市長は、必要に応じ、前項の調査研究の結果を公表

するものとする。 
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(相談等) 

第 16条 市民は、市長に対し、次に掲げる男女共同参画

を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する

事項について相談又は意見の申出をすることができる。 

(1) 基本理念に係る人権侵害に関すること。 

(2) 男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重す

る社会の実現に関し、市が実施する施策又は市に影

響を及ぼすと認められる施策に関すること。 

2 市長は、前項に規定する相談又は意見の申出を受け

たときは、関係機関と連携し、必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

 

第 3 章 岡崎市男女共同参画推進及び多様な性の尊重に

関する審議会 

第 17条 市は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を

尊重する社会の実現に関する必要な事項を審議するた

め、岡崎市男女共同参画推進及び多様な性の尊重に関す

る審議会(以下この条において「審議会」という。)を置

く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画を推進

し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する重

要事項を調査審議し、市長に意見を述べることがで

きる。 

3 審議会は、市長が委嘱する委員 20人以内で組織し、

男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分

の 4未満であってはならない。 

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

5 委員は、再任されることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営

について必要な事項は、規則で定める。 

 

第 4章 雑則 

(規則への委任) 

第 18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附則 

1 この条例は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

2 この条例の施行の際現に男女共同参画社会基本法(平

成 11年法律第 78号)第 14条第 3項の規定に基づき

策定されている市の男女共同参画計画(「ウィズプラン

おかざき 21」をいう。)は、第 10 条第 1 項の規定に

より策定された基本計画とみなす。 

 

附則(平成 26年 3月 27日条例第 7 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附則(令和 4年 3月 23日条例第 14号) 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

(岡崎市市営住宅条例の一部改正) 

2 岡崎市市営住宅条例(平成 9年岡崎市条例第 43号)の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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⑵ 男女共同参画社会基本法 

平成十一年法律第七十八号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付

け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要で

ある。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公

共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組

を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形

成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及

び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計

画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もっ

て男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供

することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重される

ことを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動

の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることを旨として、行われな

ければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として、行

われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会にお

ける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男

女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけ

ればならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施

策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならな

い。 

（独立行政法人男女共同参画機構の役割） 

第十条の二 独立行政法人男女共同参画機構は、国、地方

公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

に関する活動を行う民間の団体その他の関係者と連携

し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進

のための中核的な機関として積極的な役割を果たすも

のとする。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の
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促進に関する施策についての報告を提出しなければな

らない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会

の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文

書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴い

て、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公

表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更に

ついて準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都

道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ず

べき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男

女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に

ついての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計

画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計

画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理の

ために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

（連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活

動を行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協

働を図ることにより男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これ

らの者の間における協議の促進その他の関係者相互間

の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるよ

うに努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協

働を促進するために必要な施策を推進するための拠

点（次項において「男女共同参画センター」という。）

としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確

保するように努めるものとする。 

３ 男女共同参画センターとしての機能を担う者は、

その業務を行うに当たっては、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、

独立行政法人男女共同参画機構と密接に連携するよ

うに努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関する業

務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、

養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努め

るものとする。 

（調査研究） 

第十八条の三 国は、社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の策定及び実施に資する調査研究を

推進するように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団

体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策に関する活動を支援するため、助言、

情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努める

ものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に

規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係
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各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事

項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣

に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必

要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各

大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって

組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総

理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す

る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の

総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方

の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の

四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とす

る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることがで

きる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要

があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視

又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要

があると認めるときは、前項に規定する者以外の者

に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び

議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令

で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）

は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会

設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規

定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第

一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもっ

て存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第

一項の規定により任命された男女共同参画審議会の

委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条

第一項の規定により、審議会の委員として任命され

たものとみなす。この場合において、その任命された

ものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定に

かかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第

二項の規定により任命された男女共同参画審議会の

委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第

一項の規定により定められた男女共同参画審議会の

会長である者又は同条第三項の規定により指名され

た委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、

第二十四条第一項の規定により審議会の会長として

定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会

長の職務を代理する委員として指名されたものとみ

なす。 
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⑶ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

平成二十七年法律第六十四号 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二十

条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分

に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性

の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっ

ていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一

年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、

並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女

性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

等について定めることにより、女性の職業生活における

活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊

重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の

多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊か

で活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自ら

の意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性

に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変

更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及び

その活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等

を反映した職場における慣行が女性の職業生活におけ

る活躍に対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健

康上の特性に留意して、その個性と能力が十分に発揮で

きるようにすることを旨として、行われなければならな

い。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の

家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職するこ

とが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業

生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、

男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、

育児、介護その他の家庭生活における活動について

家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生

活における活動を行うために必要な環境の整備等に

より、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続

的な両立が可能となることを旨として、行われなけ

ればならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、

女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の

意思が尊重されるべきものであることに留意されな

ければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業

生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び

第五条第一項において「基本原則」という。）にのっと

り、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な

施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又

は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関

する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と

家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら

実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関

する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本

的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要

な環境の整備に関する事項 

ハ 職場において行われる就業環境を害する言動に

起因する問題の解決を促進するために必要な措置に

関する事項 

ニ その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければ

ならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用す

る。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画（以下この条において「都

道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものと
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する。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められ

ているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘

案して、当該市町村の区域内における女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策についての計画

（次項において「市町村推進計画」という。）を定め

るよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市

町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基

本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動

計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計

画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の

策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる

事項につき、事業主行動計画の指針となるべきもの

を定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業

主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事

業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が

百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を

いう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働

省令で定めるところにより、採用した労働者に占め

る女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労

働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女

性労働者の割合その他のその事業における女性の職

業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の

職業生活における活躍を推進するために改善すべき

事情について分析した上で、その結果を勘案して、こ

れを定めなければならない。この場合において、前項

第二号の目標については、採用する労働者に占める

女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮

小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占め

る女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に

定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、これを労働者に周知させるため

の措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主

行動計画に定められた目標を達成するよう努めなけ

ればならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が

百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定め

るところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努め

なければならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般

事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合

について、第四項から第六項までの規定は前項に規

定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又

は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定に

よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労

働省令で定めるところにより、当該事業主について、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものであることその他

の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨

の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般

事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する

物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは

通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十

四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等

に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付しては

ならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すこ

とができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認め

るとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したと

き。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に

基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業

主について、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計

画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定

められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十

七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業務を担

当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六
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号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任して

いること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況が特に優良なものであることそ

の他の厚生労働省令で定める基準に適合するものであ

る旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認

定一般事業主」という。）については、第八条第一項及

び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めると

ころにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表

しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣

の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用

する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り

消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すと

き。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚

偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律

に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業

主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三

百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同

じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要

な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該

承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとすると

きは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第

三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である

中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」と

は、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法

律により設立された組合若しくはその連合会であっ

て厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中

小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生

労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のう

ち、その構成員である中小事業主に対して女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組を実施する

ための人材確保に関する相談及び援助を行うもので

あって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該

相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定

める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規

定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同

項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に

従事しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の

労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定める

ものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定

による届出があった場合について、同法第五条の三

第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第

五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二

条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十

条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項

の規定による届出をして労働者の募集に従事する者

について、同法第四十条の規定は同項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬

の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の

規定はこの項において準用する同条第二項に規定す

る職権を行う場合について、それぞれ準用する。この

場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募

集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規

定による届出をして労働者の募集に従事しようとす

る者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募

集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」

と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二

の規定の適用については、同法第三十六条第二項中

「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者

の募集に従事させようとする者がその被用者以外の

者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第

三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二

十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項

に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二

項の相談及び援助の実施状況について報告を求める

ことができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体

に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を

提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法

について指導することにより、当該募集の効果的かつ適

切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定によ

り一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対し

て、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく

は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に

実施されるように相談その他の援助の実施に努めるも

のとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ

れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」と

いう。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計

画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）

を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はそ
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の変更（内閣府令で定める軽微な変更を除く。）をし

ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続

勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある

職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び

事業における女性の職業生活における活躍に関する

状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければならない。

この場合において、前項第二号の目標については、採

用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤

務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位に

ある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用

いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はそ

の変更（前項の内閣府令で定める軽微な変更を除く。）

をしたときは、遅滞なく、これを職員に周知させるた

めの措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はそ

の変更をしたときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行

動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組

を実施するとともに、特定事業主行動計画に定めら

れた目標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用

する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報

を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異 

二 その雇用する管理的地位にある労働者に占める女

性労働者の割合 

三 前二号に掲げるもののほか、その雇用し、又は雇用

しようとする女性労働者に対する職業生活に関する

機会の提供に関する実績 

四 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定

する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定める

ところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女

性の職業選択に資するよう、その事業における女性

の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を

定期的に公表しなければならない。 

一 前項第一号及び第二号に掲げる情報 

二 前項第三号に掲げる情報又は同項第四号に掲げる

情報の少なくともいずれか一方 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働

省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業

における女性の職業生活における活躍に関する第一

項各号に掲げる情報のうち少なくとも一の情報を定

期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生

活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公

表しなければならない。 

一 その任用する職員の男女の給与の額の差異 

二 その任用する管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合 

三 前二号に掲げるもののほか、その任用し、又は任用

しようとする女性に対する職業生活に関する機会の

提供に関する実績 

四 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立

に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進す

るため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営

み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関

係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情

報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務

の一部を、その事務を適切に実施することができる

ものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委

託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又

は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当

該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財

政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に

資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その

他の特別の法律によって設立された法人であって政令

で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、

予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例

認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍

に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項に

おいて「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の

増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業

主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施

するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活にお

ける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、か

つ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うも

のとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生

活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収

集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行
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う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関

係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により

国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共

団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活

における活躍の推進に有用な情報を活用することによ

り、当該区域において女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるように

するため、関係機関により構成される協議会（以下「協

議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体

の区域内において第二十二条第三項の規定による事

務の委託がされている場合には、当該委託を受けた

者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認め

るときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加

えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この

項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を

図ることにより、女性の職業生活における活躍の推

進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密

化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組について協議

を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しな

ければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が

あると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業

主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主で

ある同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を

求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第

二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をし

た第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第

三項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般

事業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七

項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告

をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わ

なかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十

五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働

大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定

法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に

違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行

為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金

に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以

下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らし

た者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当

該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円

以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労

働者の募集に従事したとき。 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三

十七条第二項の規定による指示に従わなかったとき。 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三

十九条又は第四十条の規定に違反したとき。 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当

該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する

場合を含む。）の規定に違反したとき。 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をしたとき。 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第

三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）

及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五

条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、令和十八年三月三十一日限り、その

効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に

従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密に

ついては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含

む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する

日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関し

て知り得た秘密については、第二十八条の規定（同条

に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用

については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 
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（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合に

おいて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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⑷ 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 

平成三十年法律第二十八号 

（目的） 

第一条 この法律は、社会の対等な構成員である男女が公

選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣

官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官

若しくは大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町村

長の職（以下「公選による公職等」という。）にある者

として国又は地方公共団体における政策の立案及び決

定に共同して参画する機会が確保されること（以下「政

治分野における男女共同参画」という。）が、その立案

及び決定において多様な国民の意見が的確に反映され

るために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会

基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっ

とり、政治分野における男女共同参画の推進について、

その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務

等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同

参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、政治分野における男女共同参画を効果的かつ

積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政

治の発展に寄与することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院

議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙

において、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、

候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保

しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となること

を目指して行われるものとする。 

２ 政治分野における男女共同参画の推進は、自らの

意思によって公選による公職等としての活動に参画

し、又は参画しようとする者に対するこれらの者の

間における交流の機会の積極的な提供及びその活用

を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映

した社会における制度又は慣行が政治分野における

男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、

男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を

十分に発揮できるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

３ 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、

その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援

の下に、公選による公職等としての活動と家庭生活

との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨と

して、行われなければならない。 

４ 政治分野における男女共同参画の推進は、政党そ

の他の政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、参

議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省

その他の関係行政機関等が適切な役割分担の下でそ

れぞれ積極的に取り組むことにより、行われるもの

とする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野に

おける男女共同参画の推進についての基本原則（次条に

おいて単に「基本原則」という。）にのっとり、政党そ

の他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確

保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関し

て必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有す

る。 

（政党その他の政治団体の努力） 

第四条 政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、

政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党

その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の

候補者の数に係る目標の設定、当該政党その他の政治団

体に所属する公職の候補者の選定方法の改善、公職の候

補者となるにふさわしい能力を有する人材の育成、当該

政党その他の政治団体に所属する公選による公職等に

ある者及び公職の候補者についての性的な言動、妊娠又

は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止及

び適切な解決その他の事項について、自主的に取り組む

よう努めるものとする。 

（法制上の措置等） 

第五条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措

置その他の措置を講ずるものとする。 

（実態の調査及び情報の収集等） 

第六条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関

する取組に資するよう、その推進に当たって障壁となる

ような社会における制度、慣行、観念その他一切のもの

（次項において「社会的障壁」という。）及び国内外に

おける当該取組の状況について、実態の調査並びに情報

の収集、整理、分析及び提供（同項及び第十一条におい

て「実態の調査及び情報の収集等」という。）を行うも

のとする。 

２ 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画

の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共団

体における社会的障壁及び当該取組の状況について、

実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるもの

とする。 

（啓発活動） 

第七条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共

同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとと

もに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（環境整備） 

第八条 国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の

拡大をはじめとする公選による公職等としての活動と

妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続

的な両立を支援するための体制の整備その他の政治分

野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的

に進めることができる環境の整備を行うものとする。 

（性的な言動等に起因する問題への対応） 

第九条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共

同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者

及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産

に関する言動等に起因する問題の発生の防止を図ると

ともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の

発生の防止に資する研修の実施、当該問題に係る相談体

制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の育成等） 

第十条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共

同参画が推進されるよう、議会における審議を体験する

機会の提供、公選による公職等としての活動に対する関

心を深めこれに必要な知見を提供する講演会等の開催

の推進その他の人材の育成及び活用に資する施策を講

ずるものとする。 

（その他の施策） 

第十一条 国及び地方公共団体は、第七条から前条までに

定めるもののほか、第六条の規定による実態の調査及び

情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるとき

は、政治分野における男女共同参画の推進のために必要
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な施策を講ずるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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⑸ 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関す

る法律  

令和五年法律第六十八号 

（目的） 

第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデ

ンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも

十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進

に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに

国及び地方公共団体の役割等を明らかにするととも

に、基本計画の策定その他の必要な事項を定めるこ

とにより、性的指向及びジェンダーアイデンティテ

ィの多様性を受け入れる精神を涵かん養し、もって

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性

に寛容な社会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情

又は性的感情の対象となる性別についての指向をい

う。 

２ この法律において「ジェンダーアイデンティテ

ィ」とは、自己の属する性別についての認識に関す

るその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。 

（基本理念） 

第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの

多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、

全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデ

ンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有

するかけがえのない個人として尊重されるものであ

るとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーア

イデンティティを理由とする不当な差別はあっては

ならないものであるとの認識の下に、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資す

ることを旨として行われなければならない。 

（国の役割） 

第四条 国は、前条に定める基本理念（以下単に「基本

理念」という。）にのっとり、性的指向及びジェンダ

ーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の

増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努め

るものとする。 

（地方公共団体の役割） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との

連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向

及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する

国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施

するよう努めるものとする。 

（事業主等の努力） 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び

ジェンダーアイデンティティの多様性に関するその

雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業

環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性

に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとと

もに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び

ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民

の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

２ 学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六

号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別

支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。）の設置者は、

基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関するその設置する学

校の児童、生徒又は学生（以下この項及び第十条第

三項において「児童等」という。）の理解の増進に

関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を

得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機

会の確保等を行うことにより性的指向及びジェン

ダーアイデンティティの多様性に関する当該学校

の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国

又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェン

ダーアイデンティティの多様性に関する国民の理

解の増進に関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

（施策の実施の状況の公表） 

第七条 政府は、毎年一回、性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進

に関する施策の実施の状況を公表しなければならな

い。 

（基本計画） 

第八条 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及びジ

ェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の

理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティ

ティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基

本的な計画（以下この条において「基本計画」という。）

を策定しなければならない。 

２ 基本計画は、性的指向及びジェンダーアイデン

ティティの多様性に関する国民の理解を増進する

ための基本的な事項その他必要な事項について定

めるものとする。 

３ 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなけ

ればならない。 

５ 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため

必要があると認めるときは、関係行政機関の長に

対し、資料の提出その他必要な協力を求めること

ができる。 

６ 政府は、性的指向及びジェンダーアイデンティ

ティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並び

に性的指向及びジェンダーアイデンティティの多

様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効

果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基

本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、

これを変更しなければならない。 

７ 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変

更について準用する。 

（学術研究等） 

第九条 国は、性的指向及びジェンダーアイデンティ

ティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及

びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国

民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を

推進するものとする。 

（知識の着実な普及等） 

第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状
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況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々

な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイ

デンティティの多様性に関する理解を深めることが

できるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振

興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダ

ーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な

普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備

その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

２ 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指

向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関

する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、

普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学

校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイ

デンティティの多様性に関する理解を深めるため、

家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、

教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

（性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連

絡会議） 

第十一条 政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、

外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他

の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・

ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設

け、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多

様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合

的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うも

のとする。 

（措置の実施等に当たっての留意） 

第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たって

は、性的指向又はジェンダーアイデンティティにか

かわらず、全ての国民が安心して生活することがで

きることとなるよう、留意するものとする。この場合

において、政府は、その運用に必要な指針を策定する

ものとする。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

第二条 この法律の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置

が講ぜられるものとする。 
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⑹ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律  

平成十三年法律第三十一号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二

条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第

五条の四） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十一条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取

組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含

む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が

必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの

暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困

難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人

の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現

を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保

護するための施策を講ずることが必要である。このことは、

女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会に

おける取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自

立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配

偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下

同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言

動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対

する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体

に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含

むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴

力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をして

いないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上

婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚し

たと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止

するとともに、被害者の保護（被害者の自立を支援する

ことを含む。以下同じ。）を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及

び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主

務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条

並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）

を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条

第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村

基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策を実施するために必要な国、地方公共団体及

び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策に関する重要事

項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協

議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府

県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条

において「都道府県基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策を実施するために必要な当該都道府県、関係

地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関す

る事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する

重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針

に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市

町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以

下この条において「市町村基本計画」という。）を定

めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県

基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な

助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 
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第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支

援センターその他の適切な施設において、当該各施設が配

偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすように

するものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターと

しての機能を果たすようにするよう努めるものとす

る。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務

を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ず

ること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関

を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又

は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっ

ては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、

第五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊

急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、

就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用

等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、

情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を

行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援

助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援センター

が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満た

す者に委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役

員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当

な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団

体との連携に努めるものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な

援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設において被害者の

保護を行うことができる。 

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、

関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関連する職務に従事する者その他の関係者（第五項にお

いて「関係機関等」という。）により構成される協議会

（以下「協議会」という。）を組織するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織する

ことができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保

護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、

被害者に対する支援の内容に関する協議を行うもの

とする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しな

ければならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議

を行うため必要があると認めるときは、関係機関等

に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要

な協力を求めることができる。 

（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従事してい

た者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者

からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同

じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者

暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努め

なければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報す

ることができる。この場合において、その者の意思を

尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の

規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二

項の規定により通報することを妨げるものと解釈し

てはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説

明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する

通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に

対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援セ

ンターが行う業務の内容について説明及び助言を行う

とともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとす

る。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ

れていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第

百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第

百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力

の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による

被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察

本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方

面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署

長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者か

らの暴力による被害を自ら防止するための援助を受け

たい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、
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当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安

委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止

するための措置の教示その他配偶者からの暴力による

被害の発生を防止するために必要な援助を行うものと

する。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務

所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百

四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四

号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法

律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、

被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福

祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関

係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当た

っては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を

図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員

の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けた

ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるもの

とする。 

 

第四章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、

身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告

知してする脅迫（以下この章において「身体に対する暴

力等」という。）を受けた者に限る。以下この条並びに

第十二条第一項第三号及び第四号において同じ。）が、

配偶者（配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者。以下この条及び第十

二条第一項第二号から第四号までにおいて同じ。）から

の更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身

に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、

被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日から起算して一年間、被害者の住居（当該配

偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この

項において同じ。）その他の場所において被害者の身辺

につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通

常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと

を命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令（以下

「接近禁止命令」という。）を発する裁判所又は発し

た裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対

し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力

が生じた日から起算して一年を経過する日までの間、

被害者に対して次に掲げる行為をしてはならないこ

とを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を

告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない

場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、

通信文その他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭

和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定す

る電気通信をいう。以下この号及び第六項第一号に

おいて同じ。）の送信元、送信先、通信日時その他の

電気通信を行うために必要な情報を含む。以下この

条において「通信文等」という。）をファクシミリ装

置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等を

すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前

六時までの間に、電話をかけ、通信文等をファクシミ

リ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等を

すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の

情を催させるような物を送付し、又はその知り得る

状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る

状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはそ

の知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文

書、図画、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。以下この号において

同じ。）に係る記録媒体その他の物を送付し、若しく

はその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を

害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくは

その知り得る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・

送信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地理空間

情報活用推進基本法（平成十九年法律第六十三号）第

二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下

この号及び次号において同じ。）を記録し、又は送信

する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。

以下この項において同じ。）（第十一号に規定する行

為がされた位置情報記録・送信装置を含む。）により

記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装

置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により

取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する位置特定用識

別情報送信装置（当該装置を識別する情報を送信す

る機能を有し、当該装置の周辺において当該情報を

受信した識別情報送受信装置（位置情報記録・送信装

置その他の装置であって、当該情報を受信し、及び送

信する機能を有するものをいう。）の位置に係る位置

情報を利用して、その所在する地点又は区域の位置

を特定するために用いられる装置をいう。以下この

号及び次号において同じ。）（同号に規定する行為が

された位置特定用識別情報送信装置を含む。）の位置

に係る位置情報を取得すること。 

十一 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情

報記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装置

（以下この号において「位置情報記録・送信装置等」

という。）を取り付けること、位置情報記録・送信装

置等を取り付けた物を交付することその他その移動

に伴い位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態

にする行為として政令で定める行為をすること。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成年に達し

ない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項

第三号において単に「子」という。）と同居している

ときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑う

に足りる言動を行っていることその他の事情がある

ことから被害者がその同居している子に関して配偶

者と面会することを余儀なくされることを防止する

ため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てに
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より、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、

接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を

経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共

に生活の本拠としている住居を除く。以下この項に

おいて同じ。）、就学する学校その他の場所において

当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学

する学校その他その通常所在する場所の付近をはい

かいしてはならないこと及び当該子に対して前項第

二号から第十一号までに掲げる行為（同項第五号に

掲げる行為にあっては、電話をかけること及び通信

文等をファクシミリ装置を用いて送信することに限

る。）をしてはならないことを命ずるものとする。た

だし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意が

ある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の親族そ

の他被害者と社会生活において密接な関係を有する

者（被害者と同居している子及び配偶者と同居して

いる者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条

第一項第四号において「親族等」という。）の住居に

押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っている

ことその他の事情があることから被害者がその親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるときは、接

近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被

害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日か

ら起算して一年を経過する日までの間、当該親族等

の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住

居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所

において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該

親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所

の付近をはいかいしてはならないことを命ずるもの

とする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満

の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当

該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である

場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合

に限り、することができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」

とは、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話をかけ

ること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送

信することを除く。）をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に

関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一

号に規定する電子メールをいう。）その他のその受信

をする者を特定して情報を伝達するために用いられ

る電気通信の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって、内閣府令で定めるものを用いて通信文等

の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を

加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章におい

て同じ。）を受けた者に限る。以下この条及び第十八条

第一項において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者。以下この条、第十二条

第二項第二号及び第十八条第一項において同じ。）から

更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁

判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日から起算して二月間（被害者及び当

該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建

物（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第二

条第二十二号に規定する区分建物をいう。）の所有者又

は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申

立てがあったときは、六月間）、被害者と共に生活の本

拠としている住居から退去すること及び当該住居の付

近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生

活の本拠を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下

「退去等命令」という。）の申立てに係る事件は、相手

方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れな

いときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に

属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を

管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力

等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管

轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項から第四項ま

での規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載

した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況

（当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であっ

て、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力

等を受けたときにあっては、当該配偶者であった者

からの身体に対する暴力等を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身

体に対する暴力等により、生命又は心身に重大な危

害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立て

の時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令（以下この号並び

に第十七条第三項及び第四項において「三項命令」と

いう。）の申立てをする場合にあっては、被害者が当

該同居している子に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため当該三項命令を

発する必要があると認めるに足りる申立ての時にお

ける事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場

合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するた

め当該命令を発する必要があると認めるに足りる申

立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員

に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実が

あるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察

職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及

び場所 
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ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の

内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載し

た書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配

偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けたときにあっては、当該配偶者

であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に

対する暴力を受けることにより、生命又は身体に重

大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる

申立ての時における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員

に対し、前二号に掲げる事項について相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実が

あるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察

職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及

び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の

内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）に第一項

第五号イからニまで又は前項第三号イからニまでに

掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第一

項第一号から第四号まで又は前項第一号及び第二号

に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又

は記録した書面又は電磁的記録で公証人法（明治四

十一年法律第五十三号）第五十三条第一項又は第五

十九条第三項の認証を受けたものを添付しなければ

ならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第

四項までの規定による命令及び退去等命令（以下「保護

命令」という。）の申立てに係る事件については、速や

かに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこ

とができる審尋の期日を経なければ、これを発すること

ができない。ただし、その期日を経ることにより保護命

令の申立ての目的を達することができない事情がある

ときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は

同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載

がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援

センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相

談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況及び

これに対して執られた措置の内容を記載した書面の

提出を求めるものとする。この場合において、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、

これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配

偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又

は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保

護を求められた職員に対し、同項の規定により書面

の提出を求めた事項に関して更に説明を求めること

ができる。 

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続における期日の呼

出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に

対する期日の告知その他相当と認める方法によってす

る。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に

対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しを

したときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制

裁その他期日の不遵守による不利益を帰することが

できない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨

を記載した書面を提出したときは、この限りでない。 

（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続における公示送達

は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも

送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場

に掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第十四条の四 保護命令に関する手続における申立てそ

の他の申述（以下この条において「申立て等」という。）

のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の

規定により書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。次項及び第四項において同じ。）をもってす

るものとされているものであって、最高裁判所の定める

裁判所に対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁

判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを

含む。）については、当該法令の規定にかかわらず、最

高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織

（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。

以下この項及び第三項において同じ。）と申立て等をす

る者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。）を用いてすることがで

きる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当

該申立て等を書面等をもってするものとして規定し

た申立て等に関する法令の規定に規定する書面等を

もってされたものとみなして、当該申立て等に関す

る法令の規定を適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁

判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

への記録がされた時に、当該裁判所に到達したもの

とみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関する他

の法令の規定により署名等（署名、記名、押印その他

氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下

この項において同じ。）をすることとされているもの

については、当該申立て等をする者は、当該法令の規

定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規

則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかに

する措置を講じなければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規

定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判

所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面

に出力しなければならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法

律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若し

くは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、

前項の書面をもってするものとする。当該申立て等

に係る書類の送達又は送付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 
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第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を

付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決

定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日におけ

る言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やか

にその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管

轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するも

のとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に

当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまで

又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の

記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護

命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称

が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申

立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センタ

ーが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員

に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時

が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通

知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てに

より、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまで

の間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。

事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、こ

の処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命

ずる場合において、第十条第二項から第四項までの

規定による命令が発せられているときは、裁判所は、

当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合におい

て、第十条第二項から第四項までの規定による命令

が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令を

も取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命

令について、第三項若しくは第四項の規定によりそ

の効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを

取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その

旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支

援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につい

て準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申

立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令

を取り消さなければならない。接近禁止命令又は第十条

第二項から第四項までの規定による命令にあっては接

近禁止命令が効力を生じた日から起算して三月を経過

した日以後において、退去等命令にあっては当該退去等

命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した

日以後において、これらの命令を受けた者が申し立て、

当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議が

ないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁判

所が前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す

場合について準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生

じた日から起算して六月を経過した日又は当該三項

命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した

日のいずれか遅い日以後において、当該三項命令を

発した裁判所に対し、第十条第三項に規定する要件

を欠くに至ったことを理由として、当該三項命令の

取消しの申立てをすることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該

取消しに係る三項命令の申立てをした者の意見を聴

かなければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁判に対して

は、即時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効

力を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項

から第三項までの場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該発せられた

退去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退

去等命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配

偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しよう

とする被害者がその責めに帰することのできない事由

により当該発せられた命令の期間までに当該住居から

の転居を完了することができないことその他の退去等

命令を再度発する必要があると認めるべき事情がある

ときに限り、退去等命令を発するものとする。ただし、

当該退去等命令を発することにより当該配偶者の生活

に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該退去等

命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定

の適用については、同条第二項各号列記以外の部分

中「事項」とあるのは「事項及び第十八条第一項本文

の事情」と、同項第三号中「事項に」とあるのは「事

項及び第十八条第一項本文の事情に」と、同条第三項

中「事項に」とあるのは「事項並びに第十八条第一項

本文の事情に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁

判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ

の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項

の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手

方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しく

は相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手

方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限り

でない。 

第二十条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保

護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限

り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第一編から第

四編までの規定（同法第七十一条第二項、第九十一条の

二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二

項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第

三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第



43 

 

五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一

条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第

二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条

第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。）を準

用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第百十二

条第一項

本文 

前条の規定による措

置を開始した 

裁判所書記官が送

達すべき書類を保

管し、いつでも送達

を受けるべき者に

交付すべき旨の裁

判所の掲示場への

掲示を始めた 

第百十二

条第一項

ただし書 

前条の規定による措

置を開始した 

当該掲示を始めた 

第百十三

条 

書類又は電磁的記録 書類 

 

記載又は記録 記載 

 

第百十一条の規定に

よる措置を開始した 

裁判所書記官が送

達すべき書類を保

管し、いつでも送達

を受けるべき者に

交付すべき旨の裁

判所の掲示場への

掲示を始めた 

第百三十

三条の三

第一項 

記載され、又は記録

された書面又は電磁

的記録 

記載された書面 

 

当該書面又は電磁的

記録 

当該書面 

又は電磁的記録その

他これに類する書面

又は電磁的記録 

その他これに類す

る書面 

第百五十

一条第二

項及び第

二百三十

一条の二

第二項 

方法又は最高裁判所

規則で定める電子情

報処理組織を使用す

る方法 

方法 

第百六十

条第一項 

最高裁判所規則で

定めるところによ

り、電子調書（期日

又は期日外における

手続の方式、内容及

び経過等の記録及び

公証をするためにこ

の法律その他の法令

の規定により裁判所

書記官が作成する電

磁的記録をいう。以

下同じ。） 

調書 

第百六十

条第三項 

前項の規定によりフ

ァイルに記録された

電子調書の内容に 

調書の記載につい

て 

第百六十

条第四項 

第二項の規定により

ファイルに記録され

た電子調書 

調書 

当該電子調書 当該調書 

第百六十

条の二第

一項 

前条第二項の規定に

よりファイルに記録

された電子調書の内

容 

調書の記載 

第百六十

条の二第

二項 

その旨をファイルに

記録して 

調書を作成して 

第二百五

条第三項 

事項又は前項の規定

によりファイルに記

録された事項若しく

は同項の記録媒体に

記録された事項 

事項 

第二百十

五条第四

項 

事項又は第二項の規

定によりファイルに

記録された事項若し

くは同項の記録媒体

に記録された事項 

事項 

第二百三

十一条の

三第二項 

若しくは送付し、又

は最高裁判所規則で

定める電子情報処理

組織を使用する 

又は送付する 

第二百六

十一条第

四項 

電子調書 調書 

記録しなければ 記載しなければ 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関

する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、

裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係

者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の

心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者

の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとと

もに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をし

なければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者

の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を

深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発

に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のた

めの指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるため

の方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護

に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁し

なければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を

行う女性相談支援センターの運営に要する費用（次

号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援

センターが行う一時保護（同条第四項に規定する厚
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生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う

場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費

用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支

援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町

村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して

行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要す

る費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女

性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県

が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第

一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五

を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費

用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用

のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの

規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における

共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）

をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手

からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手

からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該

関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当

該暴力を受けた者について準用する。この場合において、

これらの規定（同条を除く。）中「配偶者からの暴力」

とあるのは、「特定関係者からの暴力」と読み替えるほ

か、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

第二条 配偶者 第二十八条

の二に規定

する関係に

あ る 相 手

（以下「特

定関係者」

という。） 

、被害者 、被害者（特

定関係者か

らの暴力を

受けた者を

いう。以下

同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は

配偶者であ

った者 

特定関係者

又は特定関

係者であっ

た者 

第十条第一項から第

四項まで、第十条の

二、第十一条第二項第

二号及び第三項第二

号、第十二条第一項第

一号から第四号まで

配偶者 特定関係者 

並びに第二項第一号

及び第二号並びに第

十八条第一項 

第十条第一項、第十条

の二並びに第十二条

第一項第一号及び第

二項第一号 

離婚をし、又

はその婚姻

が取り消さ

れた場合 

第二十八条

の二に規定

する関係を

解消した場

合 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する

第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定に

よるものを含む。第三十一条において同じ。）に違反し

た者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処

する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定に違反し

て秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円

以下の罰金に処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項（第十八条第

二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又

は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二

条第一項若しくは第二項（第二十八条の二において準用

する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚

偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした

者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴

力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、

第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一

日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対

し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相

談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該

被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第

十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項

の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力

相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三

年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。 
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⑺ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律  

令和四年法律第五十二号 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等（第七条・第

八条） 

第三章 女性相談支援センターによる支援等（第九条

―第十五条） 

第四章 雑則（第十六条―第二十二条） 

第五章 罰則（第二十三条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営む

に当たり女性であることにより様々な困難な問題に直

面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性

の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への

支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問

題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって

人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して

暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱える女性」と

は、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その

他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に

営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女

性を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策

は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければな

らない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、

そのために複雑化していることを踏まえ、困難な問

題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されなが

ら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応

じた最適な支援を受けられるようにすることにより、

その福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の

健康の回復のための援助、自立して生活するための

援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備

すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及

び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく実

施されるようにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資

することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっと

り、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施

策を講ずる責務を有する。 

（関連施策の活用） 

第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性

への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応

じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施

策その他の関連施策の活用が図られるよう努めなけれ

ばならない。 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性

への支援のための施策を講ずるに当たっては、関係地方

公共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この

法律に基づく支援を行う機関と福祉事務所（社会福祉法

（昭和二十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関す

る事務所をいう。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福

祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項に

規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医療機関、職

業紹介機関（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十

一年法律第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機関

をいう。）、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日

本司法支援センター（総合法律支援法（平成十六年法律

第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援センター

をいう。）、配偶者暴力相談支援センター（配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三

年法律第三十一号）第三条第一項に規定する配偶者暴力

相談支援センターをいう。）その他の関係機関との緊密

な連携が図られるよう配慮しなければならない。 

 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支

援のための施策に関する基本的な方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条

第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村

基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的

な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための

施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

（都道府県基本計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県に

おける困難な問題を抱える女性への支援のための施策

の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都

道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的

な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための

施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針

に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市

町村における困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策の実施に関する基本的な計画（以下この条

において「市町村基本計画」という。）を定めるよう

努めなければならない。 
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４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道

府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければなら

ない。 

 

第三章 女性相談支援センターによる支援等 

（女性相談支援センター） 

第九条 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなけ

ればならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百

五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」

という。）は、女性相談支援センターを設置すること

ができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女

性への支援に関し、主として次に掲げる業務を行う

ものとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題につ

いて、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談

に応ずること又は第十一条第一項に規定する女性相

談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女

性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問

題を抱える女性及びその同伴する家族。次号から第

五号まで及び第十二条第一項において同じ。）の緊急

時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図

るため、医学的又は心理学的な援助その他の必要な

援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活すること

を促進するため、就労の支援、住宅の確保、援護、児

童の保育等に関する制度の利用等について、情報の

提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行

うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受ける

ことができる施設の利用について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当た

っては、その支援の対象となる者の抱えている問題

及びその背景、心身の状況等を適切に把握した上で、

その者の意向を踏まえながら、最適な支援を行うも

のとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員

を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第三項第二号の一時

保護を行う施設を設けなければならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護すること

が必要と認められる場合その他厚生労働省令で定め

る場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役

員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当

な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、その対象

となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当

該児童の状況に応じて、当該児童への学習に関する

支援が行われるものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当

たっては、必要に応じ、困難な問題を抱える女性への

支援に関する活動を行う民間の団体との連携に努め

るものとする。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援セン

ターに関し必要な事項は、政令で定める。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第十条 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱

える女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる

事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、

児童福祉法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生

活援助事業の実施又は同法第二十三条第二項に規定す

る母子保護の実施が適当であると認めたときは、これら

の者を当該妊産婦等生活援助事業の実施又は当該母子

保護の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又

は通知しなければならない。 

（女性相談支援員） 

第十一条 都道府県（女性相談支援センターを設置する指

定都市を含む。第二十条第一項（第四号から第六号まで

を除く。）並びに第二十二条第一項及び第二項第一号に

おいて同じ。）は、困難な問題を抱える女性について、

その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専

門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する

職員（以下「女性相談支援員」という。）を置くものと

する。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指定都

市を除く。第二十条第二項及び第二十二条第二項第

二号において同じ。）は、女性相談支援員を置くよう

努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を

行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する

人材の登用に特に配慮しなければならない。 

（女性自立支援施設） 

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所さ

せて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復

を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びそ

の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所

した者について相談その他の援助を行うこと（以下「自

立支援」という。）を目的とする施設（以下「女性自立

支援施設」という。）を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立支援

を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行

い、又は市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっては、

その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合

には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及

び生活に関する支援が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援

に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性

を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その

意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、イン

ターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労働

省令で定める方法により、その発見、相談その他の支援

に関する業務を行うものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関

する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性

を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、そ

の意向に留意しながら、前項の業務を行うことがで

きる。 

（民生委員等の協力） 

第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）
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に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、人権

擁護委員法（昭和二十四年法律第百三十九号）に定める

人権擁護委員、保護司法（昭和二十五年法律第二百四号）

に定める保護司及び更生保護事業法（平成七年法律第八

十六号）に定める更生保護事業を営む者は、この法律の

施行に関し、女性相談支援センター及び女性相談支援員

に協力するものとする。 

（支援調整会議） 

第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な

問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、

関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定によ

る委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援に

関する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える

女性への支援に従事する者その他の関係者（以下この条

において「関係機関等」という。）により構成される会

議（以下この条において「支援調整会議」という。）を

組織するよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支

援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を

行うとともに、困難な問題を抱える女性への支援の

内容に関する協議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び

協議を行うため必要があると認めるときは、関係機

関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他

必要な協力を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場

合には、これに協力するよう努めるものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機

関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理

由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は

職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの

者であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会議を構成

する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織

及び運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定め

る。 

 

第四章 雑則 

（教育及び啓発） 

第十六条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難

な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解

を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個

人であることについての意識の涵かん養に資する教

育及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合

にこの法律に基づく支援を適切に受けることができ

るようにするための教育及び啓発に努めるものとす

る。 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女

性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心

身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究

の推進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女

性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための

措置、研修の実施その他の措置を講ずることにより、困

難な問題を抱える女性への支援に係る人材の確保、養成

及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女

性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要

な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援セ

ンターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三

号までに掲げる費用に限る。）を支弁しなければならな

い。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げ

る費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号

の一時保護（同条第七項に規定する厚生労働大臣が

定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）

及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要

する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人そ

の他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及

びこれに伴い必要な事務に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、

又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える

女性への支援に要する費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する

費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が

自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問

題を抱える女性への支援に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

（都道府県等の補助） 

第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自

立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助

することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二

項の規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び

予算の範囲内において、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する活動を行う民間の団体の当該活動に

要する費用（前条第一項第六号の委託及び同条第三

項の委託に係る委託費の対象となる費用を除く。）の

全部又は一部を補助することができる。 

（国の負担及び補助） 

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、都道府県

が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同

項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分

の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十

分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第三号及び第五号に掲げるもの（女

性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、

同項第三号に掲げるものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費    

 用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第

一項の規定により支弁した費用のうち同項第六号に掲

げるもの及び市町村が同条第三項の規定により支弁し

た費用並びに都道府県及び市町村が前条第二項の規定

により補助した金額の全部又は一部を補助することが

できる。 
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第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項の規定に

違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五

十万円以下の罰金に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の

規定 公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公布の日又は

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和四年法律

第六十六号）の公布の日のいずれか遅い日 

三 略 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公布の日又は

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整理等に関する法律（令和四年法律第六十八号）の

公布の日のいずれか遅い日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、こ

の法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組

みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する

仕組みの構築について検討を加え、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行の状況につい

て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下「施

行日」という。）前においても、第七条第一項から第三

項までの規定の例により、基本方針を定めることができ

る。この場合において、厚生労働大臣は、同条第四項の

規定の例により、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本方針

は、施行日において、第七条第一項から第三項までの

規定により定められ、同条第四項の規定により公表

された基本方針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 

第十条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定による手当金

の支給及び旧婦人補導院法第十九条の規定による遺留

金品の措置については、なお従前の例による。この場合

において、これらに関する事務は、法務省令で定める法

務省の職員が行うものとする。 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施

行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 


